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酔
橋
大
鯉
大
李
善
梧
氏
學
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

1
主
論
丈

2
滲
考
論
丈

安
全
保
障
と
國
際
法

①
軍
縮
と
國
際
法

の
ケ
：
ス
メ
ソ
ッ
ド
と
國
際
法

　
主
論
文
は
「
安
全
保
障
と
國
際
法
」
と
題
し
、
第
一
章
は
「
政
策
決
定
と
國

際
法
」
第
二
章
は
「
集
團
安
全
保
障
の
本
質
」
の
二
章
か
ら
成
つ
て
い
る
。

　
第
一
章
の
一
の
「
國
際
法
の
理
論
と
實
際
」
の
項
に
お
い
て
は
、
わ
が
國
の

國
際
法
學
者
が
、
國
際
法
の
限
界
を
認
識
せ
ず
、
國
際
法
の
國
際
吐
會
に
お
い

て
果
す
べ
き
役
割
を
吟
味
せ
ず
に
、
わ
が
國
の
外
交
政
策
に
つ
い
て
護
言
す
る

こ
と
を
戒
め
、
外
交
論
は
特
別
な
外
交
政
策
の
研
究
叉
は
そ
の
騰
瞼
か
ら
述
べ

ら
る
べ
き
で
あ
つ
て
、
國
際
法
そ
の
も
の
が
直
接
に
外
交
路
線
の
決
定
を
支
配

す
る
も
の
で
は
な
い
旨
が
警
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
シ
ュ
ワ
ル
ツ
ェ
ン
ベ

ル
ガ
ー
が
國
際
法
を
三
分
し
て
ω
力
の
法
、
伽
相
互
主
義
の
法
、
③
協
力
の
法

と
す
る
見
解
を
引
用
し
て
、
理
論
に
の
み
走
つ
て
、
非
現
實
的
な
議
論
が
多
い

わ
が
國
の
國
際
法
學
者
の
國
際
法
論
に
反
省
を
促
し
て
い
る
。
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二
、
は
「
外
交
論
に
お
け
る
國
際
法
の
役
割
」
に
つ
い
て
論
じ
、
一
國
の
外

交
政
策
の
決
定
に
當
つ
て
は
、
ま
ず
そ
の
決
定
が
國
際
法
に
準
擦
せ
ね
ば
な
ら

ず
、
國
際
李
和
と
國
際
正
義
を
力
説
す
る
外
交
政
策
は
賢
明
で
あ
る
が
、
外
交

政
策
の
決
定
に
営
つ
て
は
、
ど
こ
ま
で
も
そ
の
國
の
國
家
的
利
盆
を
基
準
と
し

て
考
察
す
べ
き
で
あ
つ
て
、
主
権
國
家
の
複
合
肚
會
で
あ
る
。
國
際
肚
會
が
、

本
質
的
に
は
力
の
政
治
の
場
で
あ
り
、
外
交
論
を
な
す
に
當
り
、
國
家
利
盆
を

否
認
す
る
も
の
は
、
自
己
否
定
論
で
あ
り
、
力
の
政
治
を
無
覗
す
る
も
の
は
ユ

ー
ト
ピ
ア
を
描
く
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
國
際
吐
會
に

お
い
て
國
際
法
は
、
國
家
行
動
の
限
度
を
定
め
る
が
、
そ
の
幅
は
極
め
て
廣
く
、

そ
の
間
に
國
家
利
盆
が
國
策
の
方
法
を
決
定
し
、
正
義
と
利
盆
の
調
和
黙
に
外

交
の
路
線
は
定
め
ら
れ
る
し
、
定
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

　
第
二
章
の
「
集
團
安
全
保
障
の
本
質
」
が
こ
の
論
文
の
中
核
を
成
す
も
の
で

あ
る
が
、
著
者
は
集
團
安
全
保
障
を
三
つ
の
覗
黙
か
ら
観
察
す
る
。
第
一
は
、

「
耶
和
の
維
持
」
の
立
場
か
ら
、
第
二
は
「
複
籔
國
家
の
制
度
」
と
し
て
、
第
三

は
、
「
力
の
配
列
」
の
立
場
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
三
馳
か
ら
の
考
察
を
綜
合
す
る

と
、
集
團
安
全
保
障
は
、
國
家
の
安
全
を
保
障
す
る
も
の
で
、
そ
の
目
的
は
季

和
維
持
で
あ
り
、
李
和
の
維
持
に
寄
與
す
る
た
め
の
機
構
と
し
て
、
そ
の
機
能

が
吟
味
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
國
際
肚
會
は
、
複
籔
國
家
制
度
で
あ
つ
て
、

こ
の
制
度
は
、
國
家
に
自
己
決
定
の
権
利
を
保
留
し
、
権
力
の
分
散
を
認
め
た

多
元
的
な
國
家
髄
制
で
、
各
國
家
に
主
槽
を
認
め
、
最
後
の
場
合
に
實
力
を
襲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
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（
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一
二
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一
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動
す
る
権
能
を
許
す
と
こ
ろ
に
、
複
数
國
家
制
度
の
本
質
が
あ
る
こ
と
、
複
数

國
家
の
力
を
配
列
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
安
全
を
保
障
せ
ん
と
す
る
の
が
集
團

安
全
保
障
の
制
度
で
あ
り
、
そ
の
力
の
配
列
方
法
と
し
て
六
つ
の
類
型
を
撃
げ

て
い
る
。

　
攻
に
、
集
團
安
全
保
障
制
度
の
獲
展
を
歴
史
的
に
考
察
し
、
更
に
、
集
團
安

全
保
障
と
勢
力
均
衡
に
つ
い
て
述
べ
、
集
團
安
全
保
障
の
意
義
に
關
し
て
は
、

ウ
イ
ル
ソ
ン
、
ハ
ル
、
ソ
ル
タ
i
、
キ
ー
ス
、
ジ
ェ
サ
ッ
プ
等
の
見
解
を
紹
介

し
て
、
集
團
安
全
保
障
は
「
世
界
の
李
和
が
、
こ
れ
を
脅
か
す
企
を
成
功
せ
し

め
な
い
だ
け
に
足
る
實
力
に
よ
つ
て
皮
持
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
維
持
で
き
る

と
い
う
事
實
に
依
存
し
て
い
る
」
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
し
、
勢
力
均
衡
は

い
か
な
る
一
國
も
他
國
を
制
歴
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
力
の
分
散
を
な

し
て
、
そ
の
均
衡
を
は
か
る
も
の
で
あ
る
。
現
實
の
國
際
肚
會
で
は
、
集
團
安

全
保
障
は
勢
力
均
衡
に
代
わ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
爾
者
は
並
存
し
て
相
互
に

補
完
關
係
に
立
つ
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

　
次
に
一
般
的
安
全
保
障
と
地
域
的
安
全
保
障
に
つ
い
て
述
べ
、
殊
に
、
地
械

的
安
全
保
障
は
一
種
の
軍
事
同
盟
で
あ
る
と
の
説
に
封
し
、
軍
事
同
盟
と
地
域

的
安
全
保
障
制
度
と
の
差
異
を
列
學
し
て
、
「
地
域
的
安
全
保
障
が
、
集
團
安

全
保
障
と
し
て
不
完
全
で
不
純
梓
な
も
の
で
あ
つ
た
に
」
て
も
、
第
三
國
に
封

抗
す
る
意
味
を
俘
う
か
ら
と
い
つ
て
、
た
だ
ち
に
軍
事
同
盟
方
式
だ
と
極
め
つ

け
る
こ
と
も
、
歴
史
的
親
野
を
飲
い
て
、
不
公
正
で
あ
る
」
と
し
、
地
域
的
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
　
　
（
二
二
五
四
）

全
保
障
腱
制
は
、
集
團
安
全
保
障
で
も
な
く
、
軍
事
同
盟
で
も
な
い
「
第
三
の

範
疇
」
す
な
わ
ち
「
集
團
防
衛
」
の
方
式
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
最
後
に
、
「
爾
極
化
時
代
の
安
全
保
障
」
と
し
て
、
北
大
西
洋
條
約
機
構
の

結
成
い
ら
い
、
國
際
肚
會
は
力
の
爾
極
化
（
男
巴
賃
甘
暮
一
9
）
、
印
ち
、
力
の

箪
純
均
衡
（
o
。
一
5
三
Φ
ご
巴
即
b
8
）
の
時
代
に
入
つ
た
と
す
る
。
こ
の
力
の
爾

極
化
を
招
來
し
た
も
の
は
、
軍
事
技
術
の
革
命
的
獲
達
に
よ
る
も
の
で
、
爾
極

化
の
世
界
で
は
、
二
つ
の
カ
の
新
し
い
均
衡
を
計
つ
て
ゆ
く
こ
と
が
緊
要
で
あ

つ
て
、
そ
の
た
め
に
、
地
域
的
取
極
め
は
重
大
な
機
能
を
果
し
て
い
る
旨
を
力

説
す
る
。

　
次
に
、
参
考
論
文
の
O
は
「
軍
縮
と
國
際
法
」
、
⇔
は
「
ケ
！
ス
メ
ソ
ッ
ド

と
國
際
法
」
と
題
す
る
も
の
で
、
「
軍
縮
と
國
際
法
」
で
は
、
軍
縮
の
意
義
及

び
種
類
、
軍
縮
の
必
要
性
、
軍
縮
と
國
際
蓮
合
、
軍
縮
の
將
來
等
に
つ
い
て
論

じ
、
「
ケ
ー
ス
メ
ソ
ッ
ド
と
國
際
法
」
で
は
、
國
際
法
を
研
究
す
る
方
法
と
し

て
英
米
で
實
行
せ
ら
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
メ
ソ
ッ
ド
の
研
究
で
あ
る
。

　
以
上
要
黙
を
學
げ
た
諸
論
文
に
つ
い
て
観
る
に
、
主
論
文
の
第
二
章
「
集
團

安
全
保
障
の
本
質
」
が
最
も
贋
値
あ
る
螢
作
で
あ
つ
て
、
そ
の
中
に
は
著
者
濁

自
の
見
解
が
盛
ら
れ
、
そ
の
論
旨
に
は
理
論
的
に
不
充
分
な
黙
も
あ
る
が
、
安

全
保
障
の
本
質
に
封
す
る
業
績
は
高
く
評
贋
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
そ
の
他
、
全
論
文
に
示
さ
れ
て
い
る
著
者
の
學
識
並
び
に
著
者
の
永
年
に
亘

る
國
際
法
學
界
に
お
け
る
経
歴
は
法
學
博
士
の
學
位
を
與
え
る
に
十
分
な
も
の



と
認
め
る
。

　
　
昭
和
三
十
五
年
三
月
十
八
日

　
　
　
　
　
審
査
委
員
　
慶
雁
義
塾
大
學
教
授

　
　
　
　
　
　
　
　
　
慶
懸
義
塾
大
學
教
授

　
　
　
　
　
　
　
　
　
慶
鷹
義
塾
大
學
教
授

法
學
博
士
　
前
原
　
光
雄

　
　
　
　
　
潮
田
　
江
次

法
學
博
士
　
英
　
修
道

　
檜
山
武
夫
氏
學
位
請
求
論
丈
審
査
要
旨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
　
（
ニ
ニ
五
五
）


